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春闘賃上げ率は３年連続の５％台が射程内に（連合第１次集計） 
 ～昨年対比で僅かに鈍化も、概ね前年並みの高い賃上げに～ 
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３年連続の５％台が射程内に 

連合が本日公表した 2026年春闘の第１回回答集計において、賃上げ率は 5.26％となった。昨年の第

１回回答集計値の 5.46％には及ばなかったが、鈍化幅は小さく、概ね前年並みの高い賃上げといって

良いだろう。18日の集中回答日で満額回答が続出していたことなどからある程度予想はされていた

が、実際に数字として「前年並みの高い賃上げ」が示されたことの意味は大きい。①人手不足が深刻

化しており、人材確保のための賃上げを実施せざるを得ないこと、②実質賃金の減少が続いたことへ

の問題意識が労使ともに強まり、物価上昇を上回る賃上げを実現させることが求められたこと、③企

業収益が高水準であり、賃上げの原資が存在すること、などが高水準の賃上げの背景にあるとみられ

る。 

なお、この春闘回答集計は、今回の第１回集計から７月上旬に公表される第７回（最終）集計まで

計７回の調査があり、集計が進むにつれて多少下振れていくことが多い。ただ、第１次集計から最終

集計にかけての修正度合いを見ると、前回 25年で▲0.21％Pt、24年で▲0.18％Pt、23年で▲0.22％

Pt、22年で▲0.07％Ptなど、修正幅はそこまで大きいわけではない。また、今後交渉が進んでいくの

は中小企業だが、後述のとおり中小企業における賃上げ圧力も強いことを考えると、過去の例を超え

てここから大きく下振れる可能性は低いと思われる。 

ここで仮に昨年並みの下方修正があったとしても、26年春闘賃上げ率（連合ベース）の最終的な着

地は 5.05％となる。賃上げ率が昨年を上回るのは難しそうだが、３年連続の５％台は十分射程内であ

○ 2026年春闘賃上げ率（連合：第１回集計）は 5.26％となった。昨年同時期の 5.46％からやや鈍化

も、概ね前年並みの高い賃上げに。過去の修正幅を考慮すると最終的な着地は 5.05％程度とみら

れ、３年連続の５％台は十分射程内である。①深刻化する人手不足、②歴史的な物価高の継続と実

質賃金減少への対応、③高水準の企業収益、などが高い賃上げの背景にある。 

 

○ 組合員数 300人未満の中小組合の賃上げ率もほぼ昨年並み。中小企業は大企業に比べて収益面での

余裕はないが、人手不足感の強さと人材確保の必要性は中小企業の方が大きい。また、26年１月に

施行された中小受託取引適正化法（取適法）が好影響を与えた可能性も。防衛的な賃上げとはい

え、中小企業でも高い賃上げが実現する可能性が高まったことは前向きに受け止めて良い 

 

○ 原油価格上昇が 26年春闘に与えた影響は軽微。業績への影響がまだ出ていないことから、交渉に

は影響せず。もっとも、仮に原油価格高騰が長期化するようであれば、企業業績の悪化を通じて 26

年冬のボーナスや 27年春闘に悪影響が生じる可能性があることには注意が必要。 
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る。なお、筆者は連合ベースの 26年春闘賃上げ率が 5.20％（厚生労働省ベースでは 5.45％）になる

と予想していた（2026年・春闘賃上げ率の見通し（改定版） ～5.45％と、ほぼ前年並みの高い賃上げ

が実現する可能性が高い～ | 新家 義貴 | 第一生命経済研究所）。本日の回答結果を見る限り、概ね

想定の範囲内と言って良いと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業でも高い賃上げに 

中小企業の賃上げも概ね良好だった。組合員数 300人未満の平均賃上げ率は 5.05％と、こちらもほ

ぼ前年並み（昨年の第１回回答集計値：5.09％）の賃上げとなった1。中小組合は集計が進むにつれて

下方修正される傾向があるため、最終的な着地は４％台半ば～後半と大企業を下回るとみられるもの

の、こちらも高い賃上げと言って構わないだろう。中小企業は大企業に比べて収益面での余裕はない

が、人手不足感の強さと人材確保の必要性は中小企業の方が大きい。防衛的な賃上げとはいえ、中小

企業でも高い賃上げが実現する可能性が高まったことは前向きに受け止めて良いと思われる。 

なお、こうした中小の強さには、26年１月に施行された中小受託取引適正化法（取適法）が幾分影

響を与えた可能性もある。発注側・受注側の対等な関係に基づき、取引適正化と価格転嫁を進めるこ

とを目的としたこの法律により、労務費の価格転嫁がこれまでと比べて容易になり、中小企業の賃上

げ原資を確保することに繋がった可能性があるだろう。 

 

イラン情勢の影響は現時点では見られない 

イラン情勢の悪化と原油価格上昇による 26年春闘への影響はほとんどなかったと思われる。原油価

格高騰が生じてからまだ一か月も経過しておらず、業績への悪影響もまだ出ていない。そうした段階

で、先行き懸念の強まりのみをもって賃上げを抑制することは難しかったものと思われる。妥結が遅

い中小・零細企業の一部で影響が出る可能性までは否定しないが、全体としての影響は小さなものに

とどまる可能性が高いと思われる。 

もし賃金への影響が出るとすれば、26年冬のボーナスあたりからだろう。原油価格上昇→企業業績

 
1 300 人以上の組合は 5.27％（25年：5.47％）。 

(出所）連合「春季生活闘争・回答集計」
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https://www.dlri.co.jp/report/macro/575588.html
https://www.dlri.co.jp/report/macro/575588.html
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悪化→ボーナス抑制といった流れを考えると、夏のボーナス段階で影響が出る可能性は低いと思われ

るが、仮に原油価格の高騰が長期化するようであれば、企業業績の悪化を通じて 26年冬のボーナスが

抑制される可能性が出てくる。また、26年の企業業績が悪化した場合、賃上げ原資の減少を通じて、

ボーナスのみならず 27年春闘での賃上げに悪影響を与える可能性もあるだろう。こうした点には十分

注意しておきたい。 

 

 

 

 

 


